借り上げ社宅規程
第1条（目的）
本規程は、従業員および役員に対して福利厚生の一環として会社が提供する借り上げ社宅制度に関する基準と手続きを定め、従業員の生活の安定と業務効率向上を図ることを目的とする。
第2条（適用範囲）
本規程は、以下の条件に該当する従業員および役員に適用される。
1. 正社員および役員であること。
2. 転勤、業務上の必要性に基づき、会社が社宅の利用を認めた者。
3. 通常の通勤時間が1時間以上の場合、もしくは特別な事情により通勤が困難であると会社が判断した者。

第3章 利用資格および手続き
第3条（利用資格）
借り上げ社宅を利用できる従業員および役員は、以下のいずれかの条件を満たすこと。
1. 転勤に伴う住居の移転が必要な者。
2. 長時間の通勤が業務に支障をきたす可能性がある者。
3. その他、会社が特別な事情を考慮し、借り上げ社宅の提供が適切と認めた者。
第4条（申請手続き）
借り上げ社宅の利用を希望する者は、以下の手続きを経て申請を行う。
1. 申請書提出：借り上げ社宅利用申請書を人事部に提出する。
2. 審査：人事部および管理部が申請内容を審査し、利用の可否を決定する。
3. 契約手続き：利用が承認された場合、会社が不動産業者と賃貸契約を締結する。

第4章 家賃および費用負担
第5条（家賃負担）
1. 会社負担分：家賃総額の以下の割合を会社が負担する。
· 役員: 80%
· 部長クラス: 70%
· 課長クラス: 60%
· 一般社員: 50%
2. 従業員負担分：家賃総額のうち、会社が負担しない残りの部分を従業員が負担する。従業員の負担額は、税務上適正な範囲で賃貸料相当額の50%以上となるように設定する。
3. 家賃の支払い：会社負担分は直接賃貸人に支払われ、従業員負担分は給与から天引きされる。
第6条（その他費用の負担）
1. 共益費・管理費：共益費および管理費は、従業員が全額負担する。
2. 光熱費：水道光熱費およびインターネット、電話代等の通信費は従業員負担とする。
3. 敷金・礼金：敷金および礼金は会社が全額負担する。ただし、退去時に発生する損害賠償費用は、従業員が自己負担とする。
4. 引越し費用：転勤に伴う引越し費用は会社が負担するが、個人の事情による移転費用は自己負担とする。
第7条（会社負担限度額）
会社が負担する家賃の上限は、以下の通りとする。これを超える部分は、従業員が自己負担する。
· 役員：月額 30万円まで
· 部長クラス：月額 25万円まで
· 課長クラス：月額 20万円まで
· 一般社員：月額 15万円まで

第5章 社宅の利用条件および禁止事項
第8条（利用期間）
借り上げ社宅の利用期間は原則として3年間とする。ただし、業務上必要と認められた場合は、利用期間を1年ごとに延長することができる。
第9条（禁止事項）
従業員は、借り上げ社宅を以下の行為に利用してはならない。
1. 社宅を第三者に転貸、または譲渡すること。
2. 社宅を業務以外の目的で使用すること。
3. 社宅内で改装や構造の変更を行うこと。
4. 社宅を賃貸契約の目的に反して使用すること。
第10条（修繕と管理）
1. 社宅の通常の使用による劣化については、会社が修繕を行う。ただし、故意または過失による損害については、従業員が修繕費用を負担するものとする。
2. 社宅の管理は、従業員が適切に行い、設備の故障や損傷があった場合には速やかに会社に報告すること。

第6章 退去および解約
第11条（退去手続き）
従業員が退職、転勤、またはその他の理由で借り上げ社宅を退去する場合、1ヶ月前に会社に退去通知を提出し、退去手続きを進める。退去に伴う清掃費および原状回復費用は、従業員が負担する。
第12条（会社による解約）
会社は以下の場合、従業員に通知のうえ借り上げ社宅の契約を解除することができる。
1. 従業員が本規程に違反した場合。
2. 従業員が退職、転勤等により社宅の利用が不要となった場合。
3. その他、会社が利用の継続を不適当と判断した場合。

第7章 その他の規定
第13条（健康診断および安全対策）
従業員は、借り上げ社宅に住む期間中、年1回の健康診断を受けること。また、災害時や緊急時の対応について、会社が定める指示に従うものとする。
第14条（税務処理）
会社負担分の家賃については、税務上の適正処理が行われるよう、税理士および経理部門と連携し、適切な税務処理を行う。
第15条（規程の変更）
本規程は、会社の判断により随時改訂することができる。規程の改訂が行われた場合、従業員に速やかに通知されるものとする。

付則
1. 本規程は、20XX年X月X日より施行する。
2. 本規程に定めのない事項については、個別に協議の上で対応するものとする。

